
第７０号議案参考資料 

議 案 名 

 

桶川市部設置条例の一部を改正する条例 

 

 

１ 提案理由 

  秘書室、企画財政部及び総務部の改編等所要の改正をしたいので、こ

の案を提出するものである。 

 

２ 改正の内容 

 (1) 秘書室を秘書企画部に、企画財政部を財務部に改める。 

（第１条関係） 

 (2) 分掌事務を整理する。             （第２条関係） 

 (3) (1)の改正に伴い、次の条例の一部改正を行う。 

  ア 桶川市振興計画審議会条例        （附則第２項関係） 

  イ 桶川市同和対策審議会設置条例      （附則第３項関係） 

  ウ 桶川市男女共同参画推進条例       （附則第４項関係） 

   

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 


